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第１条～第４条（省略） 

 

  

第１条～第４条（省略） 

 

 （調査基準価格） 

第４条の２ 調査基準価格は、予定価格に１００分の８０を乗じて得た額から予定価格に１００

分の９２を乗じて得た額までの範囲内の額で、予定価格に次項の規定により算出した割合

を乗じて得た額を基準に契約担当者が設定した額とする。 

 

２ 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１０８を乗じ

て得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が１００分の９２を超える場合

は１００分の９２とし、１００分の８０に満たない場合は１００分の８０とする。 

⑴ 直接工事費に１００分の１００を乗じて得た額 

⑵ 共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

⑶ 現場管理費に１００分の９０を乗じて得た額 

⑷ 一般管理費に１００分の５５を乗じて得た額 

 

 

 （調査基準価格） 

第４条の２ 調査基準価格は、予定価格に１００分の８０を乗じて得た額から予定価格に１００

分の９２を乗じて得た額までの範囲内の額で、予定価格に次項の規定により算出した割合

を乗じて得た額を基準に契約担当者が設定した額とする。 

 

２ 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１０８を乗じ

て得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が１００分の９２を超える場合

は１００分の９２とし、１００分の８０に満たない場合は１００分の８０とする。 

⑴ 直接工事費に１００分の１００を乗じて得た額 

⑵ 共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

⑶ 現場管理費に１００分の８０を乗じて得た額 

⑷ 一般管理費に１００分の５５を乗じて得た額 

 

 

 

第４条の３～第１３条（省略） 

 

 

第４条の３～第１３条（省略） 

 

 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第４条第２項、別表の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札か

ら適用し、同日前に入札公告を行った工事に係る入札については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第４条第２項、別表の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札か

ら適用し、同日前に入札公告を行った工事に係る入札については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２５年６月１０日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２５年６月１０日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に入札公告を行う工事に係る入札から適用し、施行日以前

に入札公告を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例による。 
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別表（第７条関係） 

失格判断基準 

要領によ 

る項目 
細目 内容 

ア 低入札

価格調査

に協力し

ないとき 

 事情聴取に応じな

い場合 

① 

事情聴取等に応じない場合（事情聴取実施日

時に遅れた場合（ただし、公共交通機関の遅

れなどやむをえない場合を除く。）を含む。） 

② 
事情聴取に対し、提出された低入札資料に基

づいた根拠のある説明ができない場合 

③ 
事情聴取に対し、不適正または不誠実な言動

があり、正常な調査が実施できない場合 

 適正な工事費内訳

書が提出されない場

合 

① 
入札時に提出された工事費内訳書と異なる内

容の工事費内訳書が提出された場合 

イ  設計仕

様等に適

合しない

場合 

 設計仕様書等の品

質等を満足しない場

合 

① 

業者見積りの各費目が設計額に対して、８

０％未満かつ５００万円以上低くなっている場

合において、設計図書、仕様書で定める数

量、工法および施工条件を一部でも満足して

いない場合。 

別表（第７条関係） 

失格判断基準 

要領によ 

る項目 
細目 内容 

ア 低入札価格

調査に協力

しないとき 

 事情聴取に

応じない場合 

① 

事情聴取等に応じない場合（事情聴取実施日

時に遅れた場合（ただし、公共交通機関の遅れ

などやむをえない場合を除く。）を含む。） 

② 
事情聴取に対し、提出された低入札資料に基

づいた根拠のある説明ができない場合 

③ 
事情聴取に対し、不適正または不誠実な言動

があり、正常な調査が実施できない場合 

 適正な工事

費内訳書が提

出されない場

合 

① 
入札時に提出された工事費内訳書と異なる内

容の工事費内訳書が提出された場合 

イ 設計仕様等

に適合しな

い場合 

 設計仕様書

等の品質等を

満足しない場

合 

① 

業者見積りの各費目が設計額に対して、８０％

未満かつ５００万円以上低くなっている場合に

おいて、設計図書、仕様書で定める数量、工法

および施工条件を一部でも満足していない場

合。 
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② 

業者見積りの各費目が設計額に対して、８

０％未満かつ５００万円以上低くなっている場

合において、材料・製品について、設計図書

または仕様書で定める品質・規格を一部でも

満足していない場合 

ウ 積算内

訳書の算

出根拠が

適正でな

い場合 
⑴ 品質確保および

安全確保につい

て、支障がある場

合 

① 
直接工事費およびこれに相当する費用につ

いて、発注者の設計金額の７５％未満の場合 

② 
共通仮設費およびこれに相当する費用につ

いて、発注者の設計金額の７０％未満の場合 

③ 
現場管理費およびこれに相当する費用につ

いて、発注者の設計金額の７０％未満の場合 

④ 
一般管理費およびこれに相当する費用につ

いて、発注者の設計金額の３０％未満の場合 

⑤ 
総合評価落札方式における技術提案に係る

経費が、積算内訳書に計上されていない場合 

⑵ 法令違反や下請

予定業者等への

しわ寄せがある場

合 

① 

労務単価が、法定最低賃金を下回っている場

合 

② 

下請見積書の「工種等の個々の金額の明細」

が、これに対応する「内訳書に対する明細書

(低入札調査資料）」の「工種等の個々の金額

の明細」に正しく反映（同額以上を計上してい

ること）されていない場合 

③ 

下請予定業者等からの聴き取り等により、下

請見積書の記載価格が、いわゆる「指し値」で

ある場合、値引きがある場合等不当に低額に

設定されていたことが確認できた場合 

② 

業者見積りの各費目が設計額に対して、８０％

未満かつ５００万円以上低くなっている場合に

おいて、材料・製品について、設計図書または

仕様書で定める品質・規格を一部でも満足して

いない場合 

ウ 積算内訳書

の算出根拠

が適正でな

い場合 
⑴ 品質確保

および安全

確保につい

て、支障が

ある場合 

① 
直接工事費およびこれに相当する費用につい

て、発注者の設計金額の７５％未満の場合 

② 
共通仮設費およびこれに相当する費用につい

て、発注者の設計金額の７０％未満の場合 

③ 
現場管理費およびこれに相当する費用につい

て、発注者の設計金額の７０％未満の場合 

④ 
一般管理費およびこれに相当する費用につい

て、発注者の設計金額の３０％未満の場合 

⑤ 
総合評価落札方式における技術提案に係る経

費が、積算内訳書に計上されていない場合 

⑵ 法令違反

や下請予定

業者等への

しわ寄せが

ある場合 

① 

労務単価が、法定最低賃金を下回っている場

合 

② 

下請見積書の「工種等の個々の金額の明細」

が、これに対応する「内訳書に対する明細書(低

入札調査資料）」の「工種等の個々の金額の明

細」に正しく反映（同額以上を計上していること）

されていない場合 

③ 

下請予定業者等からの聴き取り等により、下請

見積書の記載価格が、いわゆる「指し値」である

場合、値引きがある場合等不当に低額に設定さ

れていたことが確認できた場合 
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エ 建設副

産物の処

理が適正

でない場

合 

 入札参加資格委員会が建設副産物の処理が適正でない場合と認めた場

合 

オ 法令違

反や契約

上の基本

事項違反

等がある

と認めら

れる場合 

⑴ 法令違反がある

場合 
① 

適用を受ける関係法令に違反が認められる場

合 

⑵ 契約上の基本事

項違反等のある場

合 ① 

適用を受ける契約上の基本事項に違反が認

められる場合 

② 

共同企業体による施工の場合において、下請

予定業者が当該共同企業体の構成員である

場合 

⑶ 上記⑴および⑵のほか、入札参加資格委員会が、法令違反や契約上

の基本事項違反等があると認めた場合 
 

エ 建設副産物

の処理が適

正でない場

合 

 入札参加資格委員会が建設副産物の処理が適正でない場合と認め

た場合 

オ 法令違反や

契約上の基

本事項違反

等があると認

められる場合 

⑴ 法令違反

がある場合 
① 

適用を受ける関係法令に違反が認められる場

合 

⑵ 契約上の

基本事項違

反等のある

場合 
① 

適用を受ける契約上の基本事項に違反が認め

られる場合 

② 

共同企業体による施工の場合において、下請

予定業者が当該共同企業体の構成員である場

合 

⑶ 上記⑴および⑵のほか、入札参加資格委員会が、法令違反や契

約上の基本事項違反等があると認めた場合 
 

 


